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第１　はじめに
　本件は、被告が、原告の有する特許発明（発明の
名称「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱
変色セット」、特許第4312987号。優先権主張日平成
13年11月12日（日本））について特許無効を求めて
審判請求をした事案である。特許庁は、これを無効
2014-800128号事件として審理し、訂正後の請求項の
うち請求項１、５ないし７及び９に係る発明につい

て特許を無効とするとの審決をした。原告は、相違
点４の認定及び容易想到性の判断の誤り、相違点１、
３、５に係る容易想到性判断の誤りを取消事由とし
て本件訴訟を提起したところ、本判決は、相違点１、
３、４に係る取消事由については審決の判断を維持
したが、相違点５に係る審決の判断を排斥し、進歩
性を認めて審決を取り消したものである。
　本稿では、請求項１に係る発明（以下「本件発明」
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という。）に対する審決とこれに対する本判決の判断、
特に、相違点５について、審決の行った２つの段階
を経て容易想到とする論理付け、上位概念化により
容易想到とする論理付けについて本判決の判示する
ところにつき、若干の検討を試みたい。

第２　本件発明
　【請求項１】「低温側変色点を－30℃〜＋10℃の範
囲に、高温側変色点を36℃〜65℃の範囲に有し、平
均粒子径が0.5〜５μｍの範囲にある可逆熱変色性マ
イクロカプセル顔料を水性媒体中に分散させた可逆
熱変色性インキを充填し、前記高温側変色点以下の
任意の温度における第１の状態から、摩擦体による
摩擦熱により第２の状態に変位し、前記第２の状態
からの温度降下により、第１の状態に互変的に変位
する熱変色性筆跡を形成する特性を備えてなり、第
１の状態が有色で第２の状態が無色の互変性を有し、
前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は発色状態
又は消色状態を互変的に特定温度域で記憶保持する
色彩記憶保持型であり、筆記時の前記インキの筆跡
は室温（25℃）で第１の状態にあり、エラストマー
又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により
前記インキの筆跡を消色させる摩擦体が筆記具の後
部又は、キャップの頂部に装着されてなる摩擦熱変
色性筆記具。」
　（請求項２以下は省略）

第３　審決の判断
１　本件発明と引用発明１（特開2001-207101号

公報に記載された発明）との一致点

可逆熱変色性マイクロカプセル顔料を水性媒体
中に分散させた可逆熱変色性インキを充填し、前
記高温側変色点以下の任意の温度における第１の
状態から、熱により第２の状態に変位し、前記第
２の状態からの温度降下により、第１の状態に互
変的に変位する熱変色性筆跡を形成する特性を備
えてなり、第１の状態が有色で第２の状態が無色
の互変性を有し、前記可逆熱変色性マイクロカプ
セル顔料は発色状態又は消色状態を互変的に特定
温度域で記憶保持する色彩記憶保持型である熱変
色性筆記具である点

２　本件発明と引用発明１との相違点

（１）　相違点１

本件発明が、可逆熱変色性マイクロカプセ
ル顔料（可逆熱変色性微小カプセル顔料）にお
いて、低温側変色点を－30℃〜＋10℃の範囲に、
高温側変色点を36℃〜65℃の範囲に有するもの
であるのに対し、引用発明１は、低温側変色点
を５℃〜25℃の範囲に、高温側変色点を27℃〜
45℃の範囲に有するものである点

（２）　相違点２

本件発明が、可逆熱変色性マイクロカプセル
顔料（可逆熱変色性微小カプセル顔料）におい
て、平均粒子径が0.5〜５μｍの範囲にあるのに
対し、引用発明１は、平均粒子径が１〜３μｍ
の範囲にある点

（３）　相違点３

本件発明が、熱変色性筆記具における「熱」
について、摩擦熱と特定しているのに対し、引
用発明１は、特定していない点

（４）　相違点４

本件発明が、筆記時のインキの筆跡は、室温
（25℃）で第１の状態にあり、と特定しているの
に対し、引用発明１は、特定していない点

（５）　相違点５

本件発明が、エラストマー又はプラスチック
発泡体から選ばれ、摩擦熱により前記インキの
筆跡を消色させる摩擦体が、筆記具の後部又は
キャップの頂部に装着されてなるのに対し、引
用発明１は、特定していない点

３　容易想到性

審決は、相違点１〜５についていずれも容易想
到であると判断した。相違点５については、本判
決の事実摘示したところによれば次のような判断
であった。
「当業者において、引用発明１に、筆記具とい

う技術分野及び熱変色性筆跡を摩擦体の摩擦熱に
よる加熱によって消色させる点において共通する
引用発明２（筆者注：特開平７-241388号公報）を
組み合わせることは、容易に想到し得るものであ
り、摩擦体の材質としては、引用例２に記載され
たエラストマー又はプラスチック発泡体を必要に


